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1 R6.3.10 R6.5.8

・令和５年度　べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補
助金の交付決定について（5産労商支第1299号）
・令和５年度　べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補
助金の交付決定について（5産労商支第1636号）
・令和５年度　べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補
助金の交付決定について（5産労商支第664号）
・令和５年度　べっ甲・象牙産業等経営安定対策事業費補
助金の交付決定について（5産労商支第1813号）

147 1 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別すること
ができるため。
（７条３号）
事業活動を行う上での内部管理情報であり、公に
することにより、当該法人の事業運営上の地位が
損なわれると認められるため。
（７条４号）
偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある
ため。

産業労働局商工部経営支
援課

2 R6.3.22 R6.5.21

等について

について

知周知・協力依頼等について

ントの概要

Light」について

ついて　等

1089 1 1 1 1 1 1

（７条１号）
未公表の著作物で、かつ著作者が第三者への開示
に同意していないため、著作権法18条１項に規定
する著作者の公表権を侵害するため。
（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別すること
ができるため。
（７条３号）
事業者に係る内部管理情報であり、公にすること
により、当該法人の事業運営上の地位が損なわれ
ると認められるため。
（７条４号）
偽造等、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがある
ため。
（７条６号）
外部には公表していない都の人事管理に関する情
報であり、公表することで、事務又は事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

産業労働局観光部振興課

3 R6.3.26 R6.5.24
東京都中小企業等月次支援給付金、東京都家賃支援給付
金、理美容事業者の自主休業給付金

1 1
産業労働局総務部企画調
整課

決定区分 （根拠規定）条例７条
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4 R6.3.26 R6.5.24 戻入（納付）執行状況 5 1 1 1 1

（７条２号及び３号）
特定の個人又は事業者による支援金の戻入（返
還）情報を公にすることにより、当該事業者の名
誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれ
ると認められるため。
（７条６号）
左記金額を公にすることにより、当該支援金の戻
入に関する未収状況が明らかとなり、事業の適正
な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

産業労働局総務部企画調
整課

5 R6.3.26 R6.5.24

・国月次支援金20万円の各返還件数と返還金額及び国月次
支援金の国への返還日時と金額
・請求者へ国月次支援金の返還要求があることにつき国か
らの委任状

1
請求に係る情報を実施機関では取得しておらず、
存在しないため。

産業労働局総務部企画調
整課

6 R6.5.13 R6.5.27

令和６年度「観光産業人材活用支援事業」企画運営等業務
委託に関する
・決定事業者の企画提案書
・選定委員会の議事録一式
・選定委員会の評価結果点数、項目ごとの明細一覧

50 1 1 1 1

（７条２号）
個人に関する情報で、特定の個人を識別すること
ができるため。
（７条３号）
法人の保有するノウハウ等の技術上の情報であ
り、公にすることにより当該法人の事業活動が損
なわれ、競争上又は事業運営上の地位が損なわれ
るため。
（７条６号）
都が行う事務又は事業に関する情報であって、公
にすることにより、当事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

産業労働局観光部受入環
境課

7 R6.5.13 R6.5.27

令和６年度「外国人材受入総合サポート事業」実施運営業
務委託に関する
・決定事業者の企画提案書
・選定委員会の議事録一式
・選定委員会の評価結果点数、項目ごとの明細一覧

72 1 1 1

（７条３号）
法人の保有するノウハウ等の技術上の情報であ
り、公にすることにより当該法人の事業活動が損
なわれ、競争上又は事業運営上の地位が損なわれ
るため。
（７条６号）
都が行う事務又は事業に関する情報であって、公
にすることにより、当事業の適正な遂行に支障を
及ぼすおそれがあるため。

産業労働局雇用就業部就
業推進課


